
るふ
日間

__. 

説
(そ
の

、、ー/

経

済

般

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
概
念
に

関
す
る
一
誤
解

昭
和

n
・
5
・
ー

現
在
の
我
国
経
済
が
前
大
戦
後
に
於
け
る
ド
イ
ツ
に
勝
る
と
も
劣
る
こ
と
な
き
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
直
面
し
て
居
る
事
は
今
や
何
人
と
躍
も
否
定
し
得
ざ
る
現
実
な
る
に
も
拘
ら
ず
、
銀

行
券
発
行
高
乃
至
は
預
金
残
高
の
実
質
価
値
が
支
那
事
変
前
に
比
し
相
当
の
減
少
を
示
し
て
い

る
こ
と
を
理
由
と
し
て
之
を
否
定
す
る
向
の
存
す
る
事
は
拘
に
遺
憾
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

成

程
左
表
の
示
す
如
〈
木
年
二
月
に
於
け
る
日
木
銀
行
券
発
行
高
並
に
全
国
銀
行
預
金
残
高
を
、

R
本
銀
行
制
東
京
卸
売
物
価
指
数
の
脚
質
率
を
以
て
除
す
れ
ば
、
支
那
事
変
勃
発
当
時
の
数
字

に
比
し
日
本
銀
行
券
は
四

・
二
倍
、
全
国
銀
行
預
金
は
六
例
二
分
と
な
る
が
、
更
に
同
月
に
於

け
る
東
京
実
際
価
柑
指
数
の
公
定
価
格
に
対
す
る
倍
率
は
、
消
費
財
十
三
倍
、
生
産
財
九
倍
な

る
を
以
て
迷
観
に
よ
り
両
者
平
均
十
倍
と
見
込
め
ば
、
目
木
鎮
行
券
は
四
割
二
分
、
全
国
銀
行

預
金
は
六
分
二
厘
に
過
ぎ
な
い
事
と
な
る
。

昭
和
十
二
年
七
月
末

附
和
二
十
二
年
二
月
末

日
本
銀
行
券
発
行
高

一、
五
七
九
百
万
円

一
O
五
、
阿
八
九

全
国
銀
行
預
金
残
高

一
回
、
六
四
六
百
万
円

一
四
五
、
六
六
九

A B 

イ

ン
フ
レ

1
ジ

ョ

ン

概

念

に

闘

す

る

一

誤

解

束
京
卸
売
物
価
指
数
の

蹄
賞
率
(
一
五

・
九
倍
)

に
て
除
し
た
る
金
額

六
、
六
三
四
百
万
円

九
、
二
ハ
一
百
万
円

C 

除る格右
し{告の金
た率公額
る竺定を
金λ佃l更
額)百格に
;lBに突
に対|蝶
てす価

ムハムハ

九

一
六

D 

C

一A

四

0
・
六一

一

0
・0
六

D

一A

0
・四一一

昭

和

十

二

年

七

月

昭
和
二
十
二
年
二
月

右
期
間
中

の

騰

貴

率

東
京
卸
売
物
価
指
数

二
三
一
・七

二
二

一
九
・六

一
五
・九

東

京

消

費

財

実
際
価
格
指
数

東

京

生

産

財

実
際
価
格
指
数

平

均

昭
和
二
十
二
年
二
月
に

於
け
る
公
定
価
格
に
対

す
る
倍
率

一一一
一倍

九
倍

一O
栴

然
し
此
種
議
論
は
先
づ
第
一
に
仮
令
通
貨
の
実
質
価
値
が
事
変
前
に
比
し
相
当
減
少
し
て
い

る
に
せ
よ
之
に
対
立
す
る
物
資
の
側
で
は
事
変
前
と
現
在
?
と
で
は
著
し
い
差
の
存
す
る
事
を
無

視
し
て
い
る
。
今
別
表
に
よ
り
此
聞
の
事
情
を
窺
う
に
、
昭
和
十
年
か
ら
十
二
年
迄
の
平
均
を

基
準
と
し
て
日
本
銀
行
券
発
行
高
の
指
数
を
と
れ
ば
本
年
二
月
末
に
於
て
は
約
七
十
六
倍
以
上

を
示
し
居
る
に
も
拘
ら
ず
、
工
業
鉱
業
等
の
生
産
指
数
は
同
期
聞
に
於
て
約
二
割
四
分
に
低
下

し
、
従
っ
て
仮
令
日
本
銀
行
券
発
行
高
を
物
価
鵬
施
率
に
て
除
す
る
も
尚
且
生
産
指
数
と
の
問

に
は
相
当
の
偏
差
を
生
じ
て
お
り
、
此
事
実
を
指
摘
す
る
の
み
に
て
も
論
者
の
主
張
が
誤
な
る

こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

之
に
加
う
る
に
此
識
論
の
第
二
の
欠
陥
は
物
価
に
及
ぼ
す
通
貨
側
の
要
因
が
単
に
通
貨
の
数

量
の
み
な
ら
ず
、
通
貨
の
回
転
速
度
乃
至
は
通
貨
に
対
す
る
一
殻
の
信
認
の
程
・
度
に
も
存
す
る

事
を
全
〈
看
過
し
お
る
点
に
存
す
る
。
一
般
の
通
貨
価
値
に
対
す
る
信
認
は
支
那
事
変
勃
発
当

時
に
於
て
は
朱
だ
確
固
た
る
も
の
が
あ
り
、
従
っ
て
銀
行
預
金
の
如
舎
も
相
当
の
増
勢
を
示
し

居
り
た
る
に
対
し
、
現
在
に
於
て
は
金
融
緊
急
措
置
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
預
金
の
取
付
を
人
為



三晶
画個

説
(
そ
の

一
、._/

経

済

般

的
に
抑
圧
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
法
令
の
認
む
る
限
度

一
杯
、
迄
預
金
は
引
出
さ
れ
、
物
に
対

す
る
逃
避
傾
向
は
著
し
い
。
か
く
て
同
じ
銀
行
預
金
に
し
て
も
支
那
事
変
勃
発
当
時
と
現
在
と

で
は
そ
の
性
質
に
於
て
全
〈
異
る
も
の
あ
り
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
機
械
的
に
之
を
比
較
す
る

こ
と
は
著
し
く
不
合
理
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

尚
此
の
種
議
論
は
前
大
戦
後
に
於
け
る
ド
イ
ツ
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
に
於
て
、
戦
争

中
の
大
蔵
大
臣
た
り
し
へ
ル
フ
エ
リ
ツ
ヒ
並
に
現
職
の
ラ
イ
ヒ
ス
パ
ン
ク
総
裁
ハ

l

フ
エ
ン
ジ

ュ
タ
イ
ン
等
が
そ
の
寅
任
転
嫁
の
お
主
張
せ
る
事
実
が
あ
り
、
そ
の
詳
細
は
プ
レ
ス
チ
ア
l

f
テ
ユ
ロ

l
ニ
の
「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
経
済
学
!
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
於
け
る
通
貨
価
値
下

轄
の
研
究
」
の
第
四
本
「
紙
幣
の
総
価
値
と
流
通
刊
と
の
関
係
」
中
に
収
録
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

骸
お
に
於
て
は
此
議
論
を
史
上
稀
に
凡
る
「
経
済
的
脆
弁
」
と
な
し
左
の
如
〈
批
判
し
て
い
る
。

「
一
九
二
三
年
マ
ル
ク
疏
通
高
が
天
文
学
的
数
字
に
膨
脹
し
つ
L
あ
っ
た
頃
同
国
の
響
名
な

金
融
家
及
び
政
治
家
は
独
逸
に
は
決
し
て
過
貨
的
乃
至
は
信
用
的
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
起
っ

て
い
な
い
の
だ
と
主
張
し
、
之
を
実
証
せ
ん
と
し
た
。
而
し
て
彼
等
の
論
拠
こ
そ
は
突
に
興
味

あ
る
一
個
の
経
済
的
詑
弁
に
外
な
ら
な
い
。
彼
等
の
主
張
す
る
所
は
斯
う
で
あ
る
。
紙
幣
流
通

総
額
の
名
目
価
値
は
確
か
に
英
大
な
額
に
昇
っ
て
い
る
が
、
そ
の
其
実
的
価
値
即
ち
為
替
相
場

で
換
算
せ
る
金
価
値
は
戦
前
よ
り
も
温
か
に
低
い
。
例
へ
ば
一
九
二
三
年
八
月
七
日
の
マ
ル
ク

発
行
高
は
六
二
三
、
三
八

O
億
紙
幣
マ
ル
ク
で
あ
る
が
、
そ
の
真
実
価
値
は
λ
千
万
金
マ
ル
ク

に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
独
逸
で
は
決
し
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
起
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る

と
。
独
泡
に
於
け
る
此
の
奇
説
の
最
も
椛
威
あ
る
支
持
者
は
ヘ
ル
フ
エ
リ
ツ
ヒ
氏
で
彼
は

一
九

二
三
年
六
月
に
マ
ル
ク
低
落
原
因
調
査
委
員
会
に
於
て
此
の
説
を
唱
え
て
い
る
。
(
中
略
)

文
前
述
の
委
員
会
に
於
て
当
時
ラ
イ
ヒ
ス
パ
ン
ク
総
裁
た
り
し
ハ
i

フ
エ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
氏

、
之
と
類
似
の
説
を
唱
え
マ
ル
ク
低
落
の
原
因
は
国
内
的
な
所
制
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
非
ず

し
て
そ
れ
は
常
に
海
外
的
原
因
に
由
来
す
る
と
述
べ
そ
の
後
一一
一一一
年
八
月
二
十
五
日
に
於
け
る

fR 
'ー
イ1

状

λ1If.1況
和

十
月~~

jヲ

十H目券

コ平和膨
毛 sy.γ1111
問均|

イヨ

指lJl.

均

発

'ー
干r

数日

四
二
、
一
二
O
O

--一、

O
七
七

五
五
、
四
円
O

問、

O
三
附

一O
O

一
樹
説
で
は
吏
に
独
逸
に
於
け
る
信
用
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
存
布
を
も
否
定
し
て
い
る
。
即
ち

一
部
の
狙
地
新
聞
よ
り
の
痛
撃
に
対
し
て
ラ
イ
ヒ
ス
パ
ン
ク
の
政
策
を
擁
護
せ
ん
と
し
て
彼
は

問
行
の
貸
付
高
は
金
マ
ル
ク
に
於
て
は

プ
九
一
一
一一
年
の
半
分
よ
り
も
砂
い
こ
と
を
理
由
に
同
行

の
信
用
政
策
が
寛
大
に
失
し
て
い
な
い
こ
と
を
説
明
せ
ん
と
し
た
。
〈
中
略
)

マ
ル
ク
流
通
商
が
港
大
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
真
実
的
価
値
は
却
っ
て
減
少
し
た
と
云
ふ

事
実
は
確
か

K
雌
存
し
た
。
併
し
之
を
以
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
否
定
せ
ん
と
す
る
独
逸
経

済
学
者
の
解
釈
は
明
か
に
誤
で
あ
る
。
(
中
略
)

斯
〈
独
地
の
経
済
学
者
及
び
金
融
家
が
所
謂
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
存
在
宮
誤
っ
た
理
由
を

以
て
否
定
し
た
の
に
反
し
独
地
以
外
の
国
で
は
疏
通
々
貨
総
真
実
価
倣
減
少
な
る
現
象
に
蹴
て

科
学
的
説
明
が
与
え
ら
れ
た
。
即
ち
ケ
イ
ン
ズ
教
授
は
彼
の
名
蒋

F
m
p
t
oロ
釦
印刷
W

同
O
円
言

。同

S
M
g
h
F
Oロ
に
於
て
次
の
如
〈
述
べ
て
い
る
。
ー
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
進
協
段
階
に
於
て

は
通
貨
増
発
は
通
貨
流
通
速
度
の
増
大
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
、
通
貨
流
通
述
皮
が

物
川
及
び
為
替
に
及
ぼ
す
影
響
は
紙
幣
の
継
続
的
発
行
の
影
響
よ
り
も
大
で
あ
る
|
と
。
(
中

略〉
通
貨
州
他
下
落
の
末
期
に
於
て
物
価
が
通
貨
流
通
高
橋
加
よ
り
も
一

層
激
し
ぐ
勝
貸
し
た
の

は
交
換
方
程
式
の
他
の
要
紫
の
変
動
即
ち
商
品
量
の
減
少
と
も
関
係
が
あ
っ
た
。
(
中
略
)

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ

ン
初
期
に
於
け
る
通
貨
下
落
は
或
る
意
味
に
於
て
生
産
を
刺
戟
し
た
が
後

期
に
は
反
対
に
益
々
生
産
を
阻
害
す
る
要
素
と
な
っ
た
。
」

以
上
に
て
此
種
識
論
の
誤
れ
る
事
は
充
分
論
証
せ
ら
れ
た
事
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
体
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
る
も
の
が
物
資
と
不
均
衡
に
不
換
紙
幣
が
増
発
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
通
貨
側

値
の
下
落
を
来
た
す
過
程
を
云
う
も
の
と
す
れ
ば
、
抑
々
増
発
せ
ら
れ
た
る
迎
貨
な
物
価
勝
賞

率
に
て
除
す
る
事
自
体
が
無
意
味
で
あ
っ
て
、
何
れ
に
せ
よ
此
積
諮
論
を
容
認
す
る
余
地
は
絶

対
に
存
せ
ざ
る
も
の
と
云
う
の
外
は
な
い
。
(
吉
野
)

(
日
本
銀
行
制
、

単
位
百
万
円
)

昭
和
二
十
一
日
早

六

月

附
和
二
十
二
年

-

月

十

月

月

月

四
二
、
七
五
八

一一
一、
一
一
一

九
一一一
、
三
九
七

六
、
七
九
七

一O
O、O

問。
七
、
二
八

O

一
O
五
、
四
八
九

七
、
六
七
七

一
-
一点
、
七
二
六

入
、
四

二
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非
鉄
金
属
精
錬

原

油

石

炭

電

力

瓦

斯

消

費

財

平

均

指

数

生

産

財

平

均

指

数

業

業

活

動

状

昭

和

十

l

十

二
年

平

均
一O
O

一O
O

一O
O

一O
O

一O
O

一0
0

一0
0

一0
0

一O
O

一O
O

一0
0

数業業業業業業

一O
O

一0
0

一O
O

一0
0

一O
O

国
民
所
得
と
財
政
支
出

〈

一

)

況

昭
和
二

十
年

八

月

八
・
七

七
・五

五
・凹

八
・
o

四五
・
七

四
・九

一
九
・七

二
中ハ
・一一一

一
四
・
八

七
一

・四

凶
八
・三

五
八
・

o

二
て
五

一
八
・
二

一
二
・四

十

月

一
二
・
四

一一一. 
一

阻
・四

一
四
・
o

一一. 
一

八
・五=7九

四
五
二

一
九
・八

λ
・五

六
五
・
o

二
四
・七

八

0
・八

一
九
・三

一-一ムハ
・ムハ

九
・四

q
3
n
H
9M
'
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，
i
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昨
同
証
作

2
.Et
-
--

今
年
度
予
算
は
国
庫
収
支
の
上
で
は
一
応
均
衡
を
示
し
、
そ
の
意
味
に
於
て
健
全
財
政
と
謡

わ
れ
て
い
る
が
、
国
民
経
済
全
体
の
立
場
か
ら
見
て
こ
の
財
政
支
出
は
果
し
て
均
衡
E
つ
健
全

な
も
の
と
称
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
米
国
の
前
商
務
長
官
へ
ン
リ
1

・
ゥ
ォ
l
レ
ス
は
そ
の
著

国

民

所

得

と

財

政

支

出

昭
和
二
十
一
年

六

月
二
五
・七

国
民
経

一昭済
毛円研
'1..... ?也
ι- .:n. 
-:- 1，お
十ム
ー- ::z:;; 月五2詞

加
重
算
術
平
均

月

十

月

一七
・七

一六
・
八

七
・九

三
五
・四

二
回
・
入

-一四
・五

二
四
・
o

六
六
・二

二
五
・二

八
・七

一
四
・六

二
七
・八

ムハ
・ムハ

四
一ご
・
二

二
七
・
o

七・

o

阻
六
・
七

一
八
・
六

三
四
二

L
¥

・j

・h
-ノ
・
a寸ノ

三
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「
六
千
万
人
の
一
屈
僻
」
に
於
て
、
単
な
る
政
府
の
蔵
出
入
の
み
な
ら
ず
国
民
の
凡
ゆ
る
部
分
が

年
々
消
費
す
る
凡
ゆ
る
も
の
を
含
め
た
国
民
経
済
全
体
と
し
て
の
予
算
、
い
わ
ゆ
る
国
民
予
算

な
る
概
念
を
設
け
、
年
々
の
国
民
総
生
産
額
に
対
・
応
し
て
国
民
所
得
の
消
費
面
を
構
成
す
る
政

府
消
費
(
財
政
支
出
)
、
個
人
消
費
、
企
業
消
費
(
資
本
形
成
)
の
一
一
一
者
を
適
当
な
比
率
で
組
合

せ
、
以
て
完
全
雇
傭
実
現
の
た
め
の
国
民
生
産
を
確
保
し
、
経
済
全
休
の
話
、
設
な
発
展
を
図
る

べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
財
政
支
出
は
国
民
所
得
の
消
費
而
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と

し
て
、
こ
の
国
民
予
算
の
観
点
か
ら
更
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

今
年
度
の
予
算
純
計
は
二
、
三
三
O
億
円
、
一
般
会
計
の
み
で
も
一
、

一
閏
五
億
円
に
上

り
、
金
融
再
建
補
償
金
と
し
て
の
受
付
公
債

一
O
O億
円
を
控
除
す
れ
ば

一
、

O
四
五
億
円
が


